
令和6年3月15日

Vol.40

オンラインゲームやスマートフォンでゲームを楽しむ小学生は少なくありません。

コロナ禍で自宅時間も長くなり、それに比例するように課金に関するトラブルや相談も増えており

ます。

小学生がゲーム課金をすることについて、親御さんが気になることがあるのはよく理解できます。

子供たちがスマートフォンやオンラインゲームを利用することが増える中、課金に関するトラブルも

増加しています。

小学生がゲーム課金をする際に気を付けるべき点は次のとおりです。

① 課金に関するルールを決める

課金に関するルールを家族で話し合い、子供たちにも理解させるこ

とが大切です。例えば、課金にはどの程度の金額まで許可するか、課

金にはどのような条件が必要かなどを決めることができます.

② 課金に関するトラブルに備える

子供たちが誤って高額な課金をしてしまった場合、返金を求めるこ

とができます。しかし、返金には手続きが必要であり、返金ができな

い場合もあります。そのため、課金に関するトラブルに備えて、子供たちに課金に関する注意喚起

を行うことが大切です。

③ 子供たちに課金に関する教育を行う

子供たちに課金に関する教育を行うことで、課金

に関するトラブルを未然に防ぐことができます。

例えば、課金にはお金がかかること、課金には親

の許可が必要であること、課金にはどのようなリス

する際にトラブルを未然に防ぐことができます。

民法第5条第2項によると、未成年者が保護者の同

意なくおこなった課金や契約は取り消せます。

しかし、親名義のスマートフォンやアカウントでログ

インしている場合、本当に子どもが勝手に課金したの

かどうかの判断が難しく、返金手続きが容易ではないこともあります。

なかにはかなり高額の請求でも、取り消してもらえないケースがあります。

離宮院公園のしだれ梅が今年もき

れいに咲きました。

この便り(No.40）が届く頃には、散っ

てしまっていると思いますが、ご覧に

なっておられない方は、是非、来年は！



2/24の中日新聞に小学６年生の次のような投稿(要旨)ありました。

ぼくは知らないおじさんにあいさつされて喜び、あいさつをきっかけに人間関係を築くこと

の大切さを考えるようになりました。

あいさつを大切にすることで広い世界や明るい未来が待っていると感じ、中学校生活も楽

しむために、初めての取り組みとしてあいさつを大切にしようと決意しました。

町内を歩いている時、皆さま、あいさつをされているでしょうか？

私共の感覚では、相手からあいさつを受けるのは１０人中１人位で、こちらからあいさつをしてあいさ

つを受けるのは６～７人位で、２人位は全く反応がありません。それは、耳のご不自由な方もみえます

し、イヤホンで音楽を聴いている方もみえるのでそれはやむを得ないかも知れません。

そして、あいさつするのを躊躇している方もみえます。

小学校等ではあいさつ運動を推進してお

りますが、一方、見知らぬ大人から声を掛け

られたという「声かけ事案」に注意するよう

にも指導されているようです。

相反する事で、子どもたちに声かけするの

は難しいと思います。しかし、大人同士のあ

いさつはどうでしょう。そんな心配はないと

思いますが、「あいさつ運動」は低調に感じま

す。

大人が率先して、手本をみせるようにする必要があるのでは、と日々の散歩等で常々感じておりま

すが、さて皆さまどうでしょうか？自分らしいあいさつをしてみませんか？

昭和４９年７月７日の七夕台風では外城田川が町内各所で堤防を越え、随所に被害発生、特に宮川

駅を中心とした上久保、本町、ユニチカの被害は、外城田川上流部の支流古川(伊勢市と玉城町の境

界付近)の氾濫によるものでありました。

伊勢市上地六軒屋を襲った後、国鉄(JR)線路沿いに当町を襲い、床上浸水１９４戸、床下浸水５２３

戸、橋梁流失１、陥没１、堤防決壊１、農作物の被害７,６９５万７千円、避難者１９３名に達するという災害

でありました。

翌８日午前１０時２０分災害救助法が発令され、宮川は７日の午後４時警戒水位突破 (６メートル)

するという事態となりました。

編 ロシアとウクライナの戦争が始まって２年経ちましたが、未だ解決の目処もついておりません▼能登

集 半島地震で家族や家を失った方々の生活も不自由なままです▼親が子どもを殺したり、子どもが

後 親を殺したり、悲惨な事件が続いております▼私たちの町は平穏な日常生活を送らせてもらってお

記 ります。感謝、感謝です▼ウグイスの鳴き声も聞こえてきました。春は、そこまでやってきております
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(事務局オープン時間帯 原則 月～金の午前９時～午後０時００分)


